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居宅介護支援重要事項説明書 

令和06年4月１日現在 

１ 事業の概要 

（１）事業所の名称等 

 

法 人 名 社会福祉法人  松豊会  

法 人 所 在 地 松江市西津田十丁目１９番５０号 

事 業 所 名 津田居宅介護支援センター 

事業所所在地 松江市西津田十丁目１９番５０号 

指 定 番 号 ３２７０１００１５３ 

連 絡 先 
電  話  ０８５２－２８－２００１ 
ＦＡＸ  ０８５２－２８－３１６１ 

営 業 日 

月曜日から金曜日まで。 
但し、祝祭日および１２月３０日から１月３日(年末・年始休業)を除く。 
※電話の対応は３６５日対応 

営 業 時 間 
午前８時３０分から午後５時３０分 
※但し、電話の対応は２４時間３６５日対応 

サービス提供地域 松江市 

苦情受付窓口 津田居宅介護支援センター    電話  ０８５２－２８－２００１ 
 

 

（２）職員の職種・人数および職務内容              令和06年4月1日現在 

  所 長 ： １名  (兼務･介護支援専門員)  支援センターの管理・統括 

  管 理 者 ： １名  （主任介護支援専門員） 介護支援専門員の管理・統括 

 介護支援専門員： ２名  (常勤主任介護支援専門員1名) 

              （常勤介護支援専門員１名）      

                           ２-(２)の運営方針に基づく 

２ 事業の目的および運営の方針 

 

（１）事業の目的 

   介護保険法の理念に基づき、要介護者等からの相談に応じ、要介護者等がその心身

の状況や置かれている環境等に応じて、本人や家族の意向等を基に、居宅サービス又

は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類、内容等の計画を作成する

とともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設

等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。 
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（２）運営の方針 

 ① 本事業は、利用者が要介護状態等となった場合においても、可能な限り居宅におい

てその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮して支援に

努めるものとする。 

 ② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づ

き、適切な保健医療サービスおよび福祉サービスが，施設等の多様なサービスや事業

者の連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供されるよう配慮して行う。 

 ③ 利用者の意志および人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供され

るサービス等が特定の種類又は特定の事業所に偏ることがないよう、公正中立の確保

の観点から当事業者の計画書における、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、

福祉用具貸与の利用状況は別紙のとおりである。                 

 ④ 居宅サービス計画の作成にあたって、利用者や家族に対して複数の指定居宅サービ

ス事業者等の紹介や、居宅サービス計画原案に位置づけた指定居宅サービス事業者等

の選定理由の説明を行なう。 

 ⑤ 事業の運営に当たっては、松江市、地域包括支援センター、他の在宅介護支援事業

所、介護保険施設等の連携に努めるものとする。 

 ⑥ 利用者の介護認定等にかかわる申請に対して、利用者の意志を踏まえその支援を行

なう。 また、要介護認定が行なわれているか否かを確認し、その支援も行なう。 

 ⑦ 特定事業所加算（Ⅲ）の事業所としての要件を満たし、研修にも積極的に参加し、

主任介護支援専門員を中心に地域住民の介護に対するあらゆるニーズに応じるよう努

める。 

 ⑧多様化、複雑化する課題に対応するためヤングケアラー、障がい者、生活困窮者、難 

病患者等の多制度についても研修会や事例検討会に参加し研鑚に努め適切な助言、

相談援助を行う。 

 ⑨事業所において、感染症、災害が発生した場合であっても、必要な介護サービス調整 

が継続的に行えるよう体制を構築し業務継続に向けた計画に基づき訓練を実施し、

定期的に計画の見直しを行い必要に応じ計画見直しを行う。 

 ⑩利用者の人権、虐待の防止等を推進する観点から、虐待の発生又はその再発を防止す 

る為担当者を定め、委員会の開催、指針の整備研修を実施する。 

 ⑪身体拘束等の適正化の推進の取り組みを行う為指針の整備を行う。 

  利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護する為緊急やむを得ない場合を除き 

身体拘束を行ってはならない。やむを得ず身体拘束を行う場合はその態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに理由を記録する。検討員会を３ケ月１回以上実施

し、その結果について職員へ周知し、適正化の為の研修会を実施する。 
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３ 居宅介護支援の提供方法、内容 

 ① 事業所の管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当

させます。 

 ② 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成の開始に当たっては、当該地域におけ

る指定居宅サービス事業者等に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用

者又はその家族に対して提供して、利用者にサービスの選択を求めます。 

 ③ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成に当たっては、適切な方法により、利

用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができ

るように支援する上で解決すべき課題を把握します。 

 ④ 介護支援専門員は、前号に規定する解決すべき課題の把握に当たっては、利用者の

居宅を訪問し、利用者およびその家族に面接して行います。 この場合において、介

護支援専門員は、面接の趣旨を利用者およびその家族に対して十分に説明し、理解を

得ます。 

 ⑤ 介護支援専門員は、利用者およびその家族の希望並びに利用者について把握された

解決すべき課題に基づき、当該地域における指定居宅サービス等が提供される体制を

勘案して、提供されるサービスの目標およびその達成時期、サービスを提供する上で

の留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成します。 

 ⑥ 介護支援専門員は、サービス担当者会議（介護支援専門員が居宅サービス計画の作

成のために居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者（以下

この号において「担当者」という。）を召集して行う会議をいう。以下同じ。）の開催

により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有すると共に、当該居宅サービス

計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めます。 た

だし、やむを得ない理由で担当者が参加できない場合は、照会等により意見を求めま

す。 

 ⑦ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等につ

いて、保険給付の対象となるか否かを区分した上で、その種類、内容、利用料等につ

いて利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ます。 

 ⑧ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成後においても、利用者およびその家族、

指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の

実施状況の把握を行うとともに、利用者についての解決すべき課題の把握を行い、必

要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他

の便宜の提供を行います。 

 ⑨ 介護支援専門員は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった

と認める場合又は利用者が介護保険施設への入院又は入居を希望する場合には、介護

保険施設への紹介その他の便宜の提供を行います。 

 ⑩ 介護支援専門員は、介護保険施設等から退院又は退居しようとする要介護者等から

依頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう、あらかじめ、居

宅サービス計画の作成等の支援を行います。 

 ⑪ 介護支援専門員は、利用者が訪問看護、通所リハビリテーション等の医療サービス

の利用を希望している場合その他必要な場合には、利用者の同意を得て主治の医師又
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は歯科医師（以下「主治の医師等」という。）の意見を求めます。 

 ⑫ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に訪問看護、通所リハビリテーション等の医

療サービスを位置付ける場合にあっては、当該医療サービスに係る主治の医師等の指

示がある場合に限りこれを行うものとし、医療サービス以外の指定居宅サービス等を

位置付ける場合にあっては、当該指定居宅サービス等に係る主治の医師の医学的観点

からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重してこれを行います。 

⑬ 介護支援専門員は、利用者が提示する被保険者証に、認定審査会意見又は指定に係

る居宅サービスの種類についての記載がある場合には、利用者にその趣旨（指定に係

る居宅サービスの種類については、その変更の申請ができることを含む。）を説明し、

理解を得た上で、その内容に沿って居宅サービス計画を作成します。 

 ⑭ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の自立

した日常生活の支援を効果的に行うため、原則として特定の時期に偏ることなく、計

画的に指定居宅サービス等の利用が行われるようにします。 

 ⑮ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の作成又は変更に当たっては、利用者の日常

生活全般を支援する観点から、介護給付等対象サービス以外の保健医療サービス又は

福祉サービス、当該地域の住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めて

居宅サービス計画上に位置付けるよう努めます。 

 ⑯ 指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者

又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明

を行います。 

4  料金説明（別表①）  

5 秘密保持 

 ➀ 事業者および事業者の従事者は、正当な理由がない限り、利用者に対する居宅サー

ビスの提供にあたって知り得た利用者又は利用者の家族の秘密は漏らしません。 

 ② 事業者は、事業者の従事者が退職後、在職中に知り得た利用者又は利用者の家族の

秘密を漏らすことが無いよう必要な措置を講じます。 

 ③ 事業者は、利用者の個人情報を用いる場合は、利用者の家族の同意を得ない限り、

サービス担当者会議等において、利用者又は利用者の家族の個人情報は用いません。  
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6 苦情対応窓口 

  居宅サービス計画および居宅サービス計画に位置づけた指定居宅サービス等について

の苦情は、常設窓口として担当者が対応します。 もし、担当者が不在のときでも、基

本的な事項については誰でも対応できるようにしています。 

津田居宅介護支援センター 

苦情受付 

担当責任者  所長(介護支援専門員)   

吉田みどり 

電話 ０８５２－２８－２００１ 

社会福祉法人 松豊会 

        苦情受付 

苦情処理第三者委員 

 河上 榮子   電話 ０８５２-２３-６５９１ 

 杉本 一真   電話 ０８５２-２４-３１６４ 

島根県高齢者福祉課 

所在地 松江市殿町１２８番地 

介護保険相談センター 電話 ０８５２－２２－５２５６ 

介護保険審査会事務局 電話 ０８５２－２２－６６９５ 

松江市介護保険課 
所在地 松江市末次町８６番地 

電話 ０８５２－５５－５９３３ 

島根県社会福祉協議会 
所在地 松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根内) 

電話 ０８５２－３２－５９７０ 

島根県運営適正化委員会 
所在地 松江市東津田町1741番地3(いきいきプラザ島根内) 

電話 ０８５２－３２－５９１３ 

島根県国民健康保険団体連合会 

介護サービス苦情相談窓口 

所在地 松江市学園一丁目７番１４号 

電話 ０８５２－２１－２８１１ 

 

７ 事故発生時の対応 

社会福祉施設総合損害保証保険に加入し、業務中の事故発生時には迅速に対応します。 

８ 緊急時の対応方法 

利用者の家族に連絡し、家族の指示に従います。 また、急病等で救急を必要と判断し

た場合は主治医・家族に連絡して救急車の出動を依頼します。 

連

絡

先 
連絡順位 氏名 住所 電話番号 備考 

第 一     

第 二     

主治医     

９ サービス担当者会議等に使用する個人情報の利用範囲 

（１）使用する対象者 

  ・利用者の主治の医師 

  ・サービス提供を行う事業者の担当者 

（２）使用する個人情報 

  ・認定調査票（基本調査74項目および特記事項）、主治医意見書、要介護認定結果そ

の他要介護認定に関わる必要最小限の情報 

  ・氏名、住所、健康状態、病歴、家族状況その他居宅介護支援に関わる必要最小限の

情報 
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10 第三者評価によるサービスの質の評価 

（１）・実施しておりません。 

 

令和   年   月   日 

 

契約に当たり、利用者に対して本書面に基づいて重要事項、料金別表①の説明を行い、

交付しました。 

        事業者    所在地    松江市西津田十丁目１９番５０号 

                       社会福祉法人  松豊会 

名 称    津田居宅介護支援センター 

               所 長       吉田  みどり    印 

 

          説明者     所 属    津田居宅介護支援センター 

氏 名                   印 

本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受けました。 

利用者    住 所 

 

       氏 名                 印 

 

        家族または代理人                                   

               住 所 

 

               氏 名                 印 
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４料金別表① 

居宅サービス計画の作成については、介護保険制度上定められた介護報酬に基づいて

受領します。 

但し、法定代理受領ですので、全額介護保険から負担され、利用者の負担はありませ

ん。 

  法定代理受領外の場合は、次の居宅介護支援費のとおり、介護報酬告示の額とします。 

  但し、通常の事業実施地域以外の利用者の場合は、訪問にかかる交通費について、当

事業所の規定により、通常の事業実施地域（松江市）を越えた地点から計測して、１㎞

あたり１０円を実費(車輌燃料代)としてご負担いただきます。 

 

 

 

 

認定区分 基本報酬 特定事業所加算（Ⅲ)※の要件 

要介護１～２ １，０８６単位／月 １．主任介護支援専門員を配置 

２．常勤の介護支援専門員を２名以上

配置 

３．会議を定期的(１回／週)に開催 

４．２４時間連絡体制・必要に応じて

相談に対応する体制の確保 

５．家族に対する介護などを日常的に

行っている児童、障がい者、生活困

窮者、難病患者などの支援に関する

知識などに関する研修会、事例検討

会へ参加し、事業所のケアマネジャ

ーは他研修会へ計画的に参加する 

６．地域包括支援センターからの対応

困難事例の受け入れ 

７．居宅介護支援費に係る減算の適用

を受けていない 

８．介護支援専門員一人あたりの利用

者数が４５名未満 

９.法定研修等における実習受け入れ事

業所となるなど人材育成への協力体

制整備 

10. 地域包括支援センター等が実施す

る事例検討会等への参加 

 

要介護３～５ １，４１１単位／月 

加算内容 

(１)特定事業所加算 Ⅲ ３２３単位 

(２)初回加算      ３００単位／初回 

(３)入院時情報連携加算（Ⅰ）（入院2営業日以内）   

２５０単位 

入院時情報連携加算(Ⅱ) （入院3営業日以内）    

２００単位 

(４)通院時情報連携加算 ５０単位 

(５)退院・退所加算             

カンファレンス参加 無  

      （Ⅰ）イ 連携１回４５０単位  

（Ⅱ）イ 連携２回６００単位 

カンファレンス参加 有 

      （Ⅰ）ロ 連携１回６００単位 

      （Ⅱ）ロ 連携２回７５０単位 

      （Ⅲ）ロ 連携３回９００単位   

(６) 緊急時等居宅カンファレンス加算 

連携１回につき200単位       

(７)ターミナルケアマネージメント加算 

４００単位 
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本書面に基づいて事業者から料金別表①の説明を受けました。 

利用者    住 所                 

 

氏 名                 印 

 

 

家族または代理人              住 所 

                

               氏 名                 印 


